
                                    平成２６年５月２９日

各   位

      株式会社 紀陽銀行

  昭和リース株式会社との業務協定書締結について

  株式会社紀陽銀行（頭取：片山博臣）は、平成２６年５月２９日、ＡＢＬ（動産・売掛債権担保融

資）の取組強化の一環として、昭和リース株式会社（東京都文京区 社長 土屋明正氏）と「引取予

約に関する業務協定」を締結しましたのでお知らせいたします。

１．目的

    昭和リース株式会社は、長年に亘るリース業務により工作機械・建設機械をはじめとする個別動

産に関する高い専門性や、担保評価から処分に至るまで一貫して取り組むことのできる豊富なネッ

トワークを有しております。

    当行は、このノウハウの提供を受けることで、お客様の保有する動産の適正な評価が可能となり、

ＡＢＬを活用した資金供給態勢構築への取組が強化されます。

    今後もＡＢＬの普及に努め、多様化するお客様の資金ニーズにお応えすることで、地域経済の発

展に貢献してまいります。

２．引取予約に関する業務協定のスキーム

   

お客様

紀陽銀行 昭和リース株式会社

モニタリング

動産査定（評価）

引取予約契約

融資

担保提供

    当行は、お客様が保有する工作機械、建設機械等の動産を対象とした「引取予約契約」を

昭和リース株式会社と締結することで、対象動産の適正な評価と確実な換価性が担保でき、

お客様に対しＡＢＬ活用による多様な資金調達手段を提供することができます。
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